
○ふじみ野市立公民館条例 

平成１７年１０月１日 

条例第６９号 

改正 平成１８年３月３０日条例第３５号 

平成１９年１２月１２日条例第２６号 

平成２０年３月３１日条例第２０号 

平成２４年３月２３日条例第１４号 

（設置） 

第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」という。）第２０

条の目的を達成するため、法第２１条第１項の規定に基づき公民館を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 公民館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（管理） 

第３条 公民館は、ふじみ野市教育委員会（以下「教育委員会」という。）がこ

れを管理する。 

（職員） 

第４条 公民館に館長、分館長、主事その他必要な職員を置く。 

（平１９条例２６・一部改正） 

（利用の許可） 

第５条 公民館の施設等を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、

あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更

しようとするときも、同様とする。 

２ 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、

これをしてはならない。 

(1) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 公民館の管理上支障があると認められるとき。 

(3) その他公民館の設置目的に反すると認められるとき。 

３ 教育委員会は、第１項の許可をする場合において必要があるときは、当該許

可に係る利用について条件を付することができる。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第６条 利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（利用の条件の変更、利用の取消し等） 

第７条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館

の利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。 

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

２ 教育委員会は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の

処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わ



ない。 

（損害の補償） 

第８条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりその利用中に建物若しくは

設備、備品等を損傷又は亡失したときは、その損害を補償しなければならない。

ただし、教育委員会が当該行為に特に理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

（使用料） 

第９条 公民館の利用許可を受けたものは、許可と同時に別表第２に定める使用

料を納付しなければならない。 

（使用料の減額及び免除） 

第１０条 教育委員会は、利用者が公共用又は公益を目的とする事業の用に供す

るため利用する場合においては、前条の使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

（使用料の還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、その全部又は一部を還付する。 

(1) 公民館の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消し

たとき。 

(2) 利用権利者の責めに帰することができない理由により、公民館の施設等を

利用することができないとき。 

（公民館運営審議会） 

第１２条 法第２９条第１項の規定に基づき、ふじみ野市公民館運営審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

(1) ふじみ野市立学校設置条例（平成１７年ふじみ野市条例第５９号）第２条

に規定する小学校及び中学校の学校長 

(2) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１０条に規定する市内の社会

教育関係団体の代表者 

(3) 学識経験者 

(4) 前３号に掲げるもののほか、家庭教育の向上に資する活動を行う者として

教育委員会が認める者 

３ 審議会の委員の定数は１５人以内とし、任期は２年とする。ただし、補欠の

委員の任期は残任期間とする。 

（平２４条例１４・一部改正） 

（委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教

育委員会規則で定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、合併前の上

福岡市公民館条例（昭和５４年上福岡市条例第６号）又は大井町公民館設置及

び管理に関する条例（昭和４７年大井町条例第９号）（以下これらを「合併前

の条例」という。）の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それ

ぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

３ 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前

の条例の例による。 

附 則（平成１８年条例第３５号） 

この条例は、平成１８年５月１日から施行する。 

附 則（平成１９年条例第２６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定

は、同年５月１日から施行する。 

附 則（平成２０年条例第２０号） 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第１４号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

（平１８条例３５・平１９条例２６・平２０条例２０・平２４条例１４・

一部改正） 

名称 位置 

ふじみ野市立大井中央公民館 ふじみ野市大井中央二丁目１番８号 

ふじみ野市立上福岡公民館 ふじみ野市福岡一丁目１番８号 

ふじみ野市立上福岡西公民館 ふじみ野市上福岡五丁目２番１２号 

ふじみ野市立上福岡西公民館分室 ふじみ野市新田一丁目３番１５号 

ふじみ野市立大井中央公民館旭分館 ふじみ野市苗間４０番地３８ 

ふじみ野市立大井中央公民館大井分館 ふじみ野市大井２３４番地 

ふじみ野市立大井中央公民館苗間分館 ふじみ野市苗間３７１番地 

ふじみ野市立大井中央公民館亀久保分

館 

ふじみ野市亀久保二丁目１４番３号 

ふじみ野市立大井中央公民館鶴ケ岡分

館 

ふじみ野市鶴ケ岡四丁目１６番２５号 

ふじみ野市立大井中央公民館三角分館 ふじみ野市亀久保１７４８番地３ 

ふじみ野市立大井中央公民館亀久保西 ふじみ野市亀久保１８１４番地１ 



分館 

ふじみ野市立大井中央公民館江川分館 ふじみ野市東久保一丁目２３番１２号 

ふじみ野市立大井中央公民館三保野分

館 

ふじみ野市苗間５８５番地１００ 

ふじみ野市立大井中央公民館学園分館 ふじみ野市亀久保１２２１番地１１３ 

ふじみ野市立大井中央公民館武蔵野分

館 

ふじみ野市大井武蔵野１３２８番地５ 

ふじみ野市立大井中央公民館亀居分館 ふじみ野市中央一丁目１５番１１号 

ふじみ野市立大井中央公民館原分館 ふじみ野市大井武蔵野１４２４番 

ふじみ野市立大井中央公民館緑ケ丘分

館 

ふじみ野市西鶴ケ岡二丁目１０番１号 

ふじみ野市立大井中央公民館八丁分館 ふじみ野市亀久保１６８３番地１００ 

ふじみ野市立大井中央公民館赤土原分

館 

ふじみ野市亀久保６６９番地４ 

ふじみ野市立大井中央公民館亀久保南

分館 

ふじみ野市亀久保１１４５番地２４ 

ふじみ野市立大井中央公民館ふじみ野

分館 

ふじみ野市ふじみ野二丁目２２番２号 

別表第２（第９条関係） 

単位（円） 

公

民

館

名 

室名 曜日 区分 

午前 午後 夜間 全日 

（午前９時

から正午ま

で） 

（午後１時

から午後５

時まで） 

（午後６時

から午後１

０時まで） 

（午前９時

から午後１

０時まで） 

大

井

中

央

公

民

館 

視聴覚室   ２,４００ ３,１００ ４,０００ ８,５００ 

調理実習室   １,０００ １,３００ １,６００ ３,５００ 

美術室   ７００ ９００ １,１００ ２,４００ 

大会議室   １,７００ ２,２００ ２,８００ ６,０００ 

第１研修室   １,０００ １,３００ １,６００ ３,５００ 

第２研修室   ７００ ９００ １,１００ ２,４００ 

第３研修室（和室）   １,０００ １,３００ １,６００ ３,５００ 

第２会議室   ７００ ９００ １,１００ ２,４００ 

展示室   １,０００ １,３００ １,６００ ３,５００ 

手工芸室   ７００ ９００ １,１００ ２,４００ 

児童室   １,０００ １,３００ １,６００ ３,５００ 

楽屋（和室） 平日 １,２００ １,５００ １,９００ ４,１００ 



土日祝 １,５００ １,９００ ２,４００ ５,２００ 

楽屋（洋室） 平日 １,２００ １,５００ １,９００ ４,１００ 

土日祝 １,５００ １,９００ ２,４００ ５,２００ 

リハーサル室 平日 １,５００ １,９００ ２,４００ ５,２００ 

土日祝 １,９００ ２,４００ ３,１００ ６,６００ 

ホール 平日 １０,５０

０ 

１３,６０

０ 

１７,６０

０ 

３７,５０

０ 

土日祝 １３,６０

０ 

１７,６０

０ 

２２,８０

０ 

４８,６０

０ 

上

福

岡

公

民

館 

ホール①   ３００ ４００ ５００   

ホール②   ３００ ４００ ５００   

和室①   １５０ ２５０ ３００   

和室②   １５０ ２５０ ３００   

和室③   １５０ ２５０ ３００   

実習室   ４００ ５００ ６００   

音楽室   ３００ ４００ ５００   

学習室   ３００ ４００ ５００   

上

福

岡

西

公

民

館 

ギャラリー   ２００ ３００ ４００   

保育室   ２００ ３００ ４００   

美術工芸室   ５００ ６００ ７００   

調理室   ５００ ７００ ８００   

暗室   １００ １００ １００   

第１学習室   ２００ ３００ ４００   

第２学習室   ２００ ３００ ４００   

集会室   ５００ ７００ ８００   

第１和室   ３００ ４００ ５００   

第２和室   ４００ ６００ ８００   

ホール   ７００ ９００ １,１００   

視聴覚室   ４００ ５００ ６００   

ステージ（楽屋含）   ６００ ７００ ８００   

分

室 

洋室   １５０ １５０ １５０   

第１和室   １５０ １５０ １５０   

第２和室   １５０ １５０ １５０   

附記 

１ 大井中央公民館ホールの利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収

する場合の使用料は、規定使用料（楽屋及び附属設備等に係る使用料を除く。）

に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。 



ア 入場料が１０００円未満のとき １００分の５０ 

イ 入場料が１０００円以上のとき １００分の１００ 

２ 大井中央公民館ホールの利用者が、市外居住者の利用又は市民以外の者を

主たる対象として利用する場合は、規定使用料の１００分の１００を加算し

た額とする。 

３ 大井中央公民館ホールの利用者が、準備又は練習のためホールを利用する

場合は、規定使用料の１００分の５０に相当する額とする。 

４ 大井中央公民館ホールの利用者が、超過時間の使用料は、１時間につき規

定使用料の１００分の３０に相当する額とする。３０分以上は、１時間とし

て計算する。 

 


